
ストップコロナ対策事業　～第3弾～
～神戸町独自の緊急支援～

各種行事・イベント中止のお知らせ
10月10日（土）・11日（日）　
　 ＧＯ！ご～どんとこい祭り

10月25日（日）　　　　　　　
　川と海のクリーン大作戦

10月31日（土）～11月3日（祝・火）　
　文化祭

10月18日（日）　　　　　　　
　 ぎふ清流郡市対抗駅伝

　新型コロナウイルス感染症拡大が町民生活に大きな影響を及ぼしていることから、町民生活を維持するため
に追加の緊急対策の、一部をご紹介します。 

小中学校対策事業 助成・応援事業
①町指定ごみ袋配布　　　 （予算額120万円） 
　家庭における負担軽減及び指定ごみ袋販売登録
店の利用促進を図るため、各世帯にごみ袋の大また
は小いずれか２袋（２０枚）を配布します。 
※配布方法、時期などの詳細は広報11月号でお知
らせします。

②敬老会記念品追加購入　（予算額318万円）
　外出自粛などで落ち込んだ町内事業所の消費を
喚起させるため、75歳以上の方に神戸町商工会加
盟店で使用できる商品券２枚1,000円分を追加配
布します。 

③自治会活動再開支援補助金 
（予算額200万円） 

　自治会が感染拡大を予防しながら、自治会活動再
開に向けて取り組む事業に要する経費に対して補助
金を交付します。 
　上限10万円（補助事業対象費の2/3） 

④特産品開発支援事業費補助金 
（予算額150万円） 

　特産品の開発促進、地域産業の活性化を図るた
め、町の地域資源を生かした特産品の開発・改良及
び商品化に要する費用の一部を補助します。 
　上限50万円（補助事業対象費の1/2） 

小中学校オンライン授業導入 
（予算額915万円）

　臨時休校等になった場合でも、家庭でWeb配信
授業を受けることが可能となるWeb会議システム
を導入します。 

施設対策費
①各公共施設における感染症対策 
　（施設改修や設備の導入） 
　　　　　　　　　　　（予算額2,856万円） 
ばらの里 
（紫外線殺菌照射装置2台、サーマルカメラ１台ほ
か）など。 

②公共施設予約システム導入
　（予算額900万円） 

　公共施設の空き状況の確認や予約申込みができ
るシステムを導入します。 

防災IT対策事業
①避難所防災資機材購入事業 　

（予算額2,110万円） 
　避難所におけるコロナ感染症対策資機材を整備
します。 
（ワンタッチテント、簡易トイレ、非常用バッテリー、
サージカルマスク、多目的簡易ベッド等）  

②防災アプリ導入　　　　 （予算額688万円）
　町オリジナルのスマートフォン用防災アプリを作
成し、避難・災害情報や警報の発令状況・解除状況等
の情報提供を行います。 
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国民健康保険の被保険者の皆様へ

保険税の減免の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、
保険税が減免となる場合があります。

申請期限は、令和３年３月３１日まで

新型コロナウイルス感染症により、
主たる生計維持者が死亡または重篤な
傷病を負った世帯の方

保険税を全額免除 1
新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の収入減少※が
見込まれる世帯の方

保険税の一部を減額2
※保険税が一部減額される具体的な要件〈世帯の主たる生計維持者について〉
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて
　　　10分の3以上減少する見込みであること
（２）前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
  注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

国民健康保険税の減免に関するお問い合わせは、住民保険課（　 27-0174）まで
国民健康保険税の納付の猶予に関するお問い合わせは、税務課（　 27-0173）まで

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずはお問い合わせください。
また、保険税が一時に納められない場合に納付の猶予を受けられる場合があります。

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税の全部を免除。

保険税の
減免額は 減免対象保険税額（●A）に減免割合（●B）をかけた金額です。

保険税の
減免額

減免対象の
保険税額

合計所得金額に
応じた減免割合

世帯の被保険者全員
について算定した
保険税額

世帯の主たる生計維持者の
減少が見込まれる収入に
かかる前年の所得額

主たる生計維持者及び
世帯の被保険者全員の
前年の合計所得金額

×

= ×
  ３００万円以下の場合 ： 全部（１０分の１０）

  ４００万円以下の場合 ： １０分の８

  ５５０万円以下の場合 ： １０分の６

  ７５０万円以下の場合 ： １０分の４

1,000万円以下の場合 ： １０分の２

A B


